
県外で上越産米粉をPRする事業者に
上越産米粉を提供します

上越産米粉の更なる認知度向上、需要拡大を目的に、県外において上越産米粉の
利用促進やPRをする農業者、飲食店等に上越産米粉を提供します。

提供対象事業

県外において上越産米粉の利用促進やPRを目的に行う以下の事業
・上越産米粉を使用した料理や商品を消費者や実需者に提供及び販売する事業
・上越産米粉を消費者に配布する事業

提供対象事業者

市内の農業者、飲食店等

提供する上越産米粉の量

提供を希望する日の20日前までに、裏面の申込書に必要事項を記入の上、メールまたはFAXでお
申し込みください。

申込方法

1事業者につき以下の上越産米粉を上限に達するまで提供します。
・コシヒカリ米粉（グルテンあり、グルテンなし）上限10kg
・上新粉（コシヒカリ）上限5kg

提供期限

令和7年3月31日（同日までに完了する事業に限る）または、予算額に達するまで

その他

事業終了後は、実績報告書と事業の様子が分かる写真を提出してください。
提出いただいた写真は、関連団体が管理するホームページやSNS等で公開する場合があります。

上越市農林水産業振興協議会農村振興部会（事務局：上越市農村振興課）
TEL ０２５－５２０－５７５１ ＦＡＸ ０２５－５２６－６１８５
メール nousonhansoku@city.joetsu.lg.jp

フォロワー募集中 上越市の農林漁業に関する情報を発信しています！

facebookアカウント
上越市農産物等販売促進実行委員会
市内農産物の販売促進に関する活動やイベント情報、
農業者向けの支援制度の情報を発信しています。

Instagramアカウント
上越市農林水産部
上越市のおいしい旬の「食」や楽しい農林漁業
イベントの情報などを発信していています。

申し込み・問い合わせ

米粉利用促進事業（飲食店等への上越産米粉の提供）



【送信票不要】上越市農林水産業振興協議会農村振興部会事務局（上越市農村振興課販売促進係）行き 

米粉利用促進事業（飲食店等への上越産米粉の提供） 

米 粉 提 供 申 込 書 

下記内容を記入の上、FAXもしくはメールにてお申込みください。 

F A X  ０２５－５２６－６１８５ 

E-mail nousonhansoku@city.joetsu.lg.jp 
【米粉提供の流れ】 
① 提供を希望する日の 20日前までに、メールまたは FAXでお申し込みください。 
② 米粉の提供準備ができ次第、申込者に通知します。 
③ 米粉の受け渡し場所は、農村振興課窓口となります。 
④ 事業終了後は、速やかに実績報告書と事業の様子が分かる写真を提出してください。 

 

  

※記入いただいた個人情報は、上越市農林水産業振興協議会及び上越市農林水産部の業務以外の目的では

使用いたしません。 

事業者名  

担当者名  

住  所 
〒      －     

連 絡 先 

TEL：  

FAX：  

E-mail アドレス：  

提供を希望する
米粉の種類・量 
（1kg 単位で記
入してください） 

コシヒカリ米粉（グルテンあり）     Kg 

コシヒカリ米粉（グルテンなし）     Kg 

上新粉（コシヒカリ）          Kg 

事業内容 
（□に☑してく
ださい） 

□上越産米粉を使用した料理や商品を消費者や実需者に提供及び販売する事業 

□上越産米粉を消費者に配布する事業 

事業の詳細 
※具体的に記入
してください。 

 （企画書やチラ
シの添付で代
用可） 

 


